
山梨県における
消費生活協力員・協力団体制度の活用

山梨県総合県民支援局県民生活支援課
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消費者庁「地方消費者行政に関する先進モデル事業（見守りネットワークの活性化）」
消費生活協力員・協力団体養成事例講座（第２講座）

令和７（2025）年11月19日





２.消費者行政担当部署について

県民生活支援課（消費生活・食の安全担当） 山梨県県民生活センター

・消費者行政の総合調整
（消費生活審議会・消費生活紛争処理委員会・消費者

安全確保地域協議会等運営、消費者基本計画の推進・
計画策定）

・消費生活協力団体等育成事業
・消費生活協力員委嘱
・消費者ホットライン
・消費者行政強化交付金
・消費者教育・啓発
（消費者月間・消費生活情報誌の発行（かいじ号）、

大学と連携した消費者啓発事業等）
・消費者団体等育成指導
（設立認可、変更認可等及び指導検査、表彰関係）
・法執行

（消費生活条例・景品表示法、家庭用品品質表示、
消費生活用製品安全法等）

・消費生活相談
（契約トラブル、詐欺、商品・サービスの品質などに
関する相談対応)

・無料弁護士相談
・斡旋・助言
・消費生活協力員委嘱
・消費者教育・啓発
（消費者月間・消費生活情報誌の発行（かいじ号）、

出前講座等）
・情報発信
（SNSなどによる注意喚起、啓発）
・高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン
・見守りネットワーク
・法執行

（消費生活条例・景品表示法、家庭用品品質表示、消費
生活用製品安全法等）
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５.消費生活協力員の活動事例について

• 県から配布された資料をもって、高齢者宅を訪問し、説明を行った。

• 困っている方の相談に乗り、県民生活センター窓口を紹介した。

• 自治会で消費者トラブルに関する出前講座を行った。

• 「見守り新鮮情報」を地元自治会に組回覧を行っており、地域の方からは、未然にトラブルを防ぐことがで
きたと感謝の声が寄せられた。

• 水道の点検だといって来た業者と契約をしてしまい困っている高齢者がいた際に、協力員が自ら業者と話を
し、解約に至った。

• 高齢者見守り活動を行う中で詐欺に気づき、被害を防止することができた。

• 村内に詐欺電話があったと情報を受けて高齢者宅へ訪問、電話での注意喚起を行った。

• 病院、美容院、温泉施設、宿泊施設に関係パンフレットを置いてもらった。
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６.その他、消費者安全確保地域協議会

目 的：県民の安全・安心な消費生活を確保するため、見守りネットワーク構築等をはじめとする取組を

推進する。

構成員：県及び市町村の消費者行政職員並びに関係機関の代表

組 織：構成員全員による全体会議と行政職員を除く関係機関代表による専門家部会から構成する。

・山梨県県民生活支援課
・山梨県県民生活センター
・市町村の消費者行政担当課
・山梨県警本部保安課
・山梨県警本部生活安全企画課
・山梨県弁護士会
・山梨県司法書士会

〈構成団体〉令和７年度山梨県消費者安全確保推進会議

日 時：令和７年４月２２日（火） オンライン会議にて開催
議 題：第２次消費者基本計画に基づく県の消費者施策等について

県民生活センターの事業概要について
県民生活センターより研修
県委嘱の消費生活協力員・協力団体との連携等について
家庭品品質表示法・消費生活製品安全法に係る事務について
地方消費者行政現況調査について
消費者行政強化交付金関係事務について
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